
（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…（
主
税
局
徴
収
部
徴
収
指
導
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
の
解
除
（
八
件
）
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
五

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
（
六
件
）
…
…
…
…
…（
同
）…
一一

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一六

告

示
（
教
）

○
東
京
都
指
定
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一八

告

示
（
選
）

○
政
治
団
体
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一八

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二〇

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二三

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二四

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
二五

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
二七

規

則
（
公
）

○
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
二八

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
エ
フ
レ
ジ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
大
深
町
四
番
二
十
号

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト

大
阪
タ
ワ
ー
Ａ

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

都
税
の
う
ち
自
動
車
税
、
自
動
車
税
種
別
割
、
自
動
車
取
得
税
、

自
動
車
税
環
境
性
能
割
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
二
十
九
条
の
九
第
一
項
に
基
づ
き
東
京

都
が
賦
課
徴
収
す
る
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
並
び
に
当
該
税
に

付
帯
す
る
徴
収
金
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

決
済
及
び
ペ
イ
ジ
ー
決
済
に
よ
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
大
蔵

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ２



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
吾
妻
橋
伊
興
町
線

二

指
定
す
る
区
間

足
立
区
栗
原
三
丁
目
九
百
十
五
番
一
地
先
か

ら
同
区
西
竹
の
塚
一
丁
目
千
八
百
九
十
二
番

六
十
九
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ４



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示

第
三
百
六
十
九
号
及
び
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
八
百
八
号
に
よ

り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の

う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
板
橋
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示

第
八
百
八
十
一
号
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
号
、

平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十
四
号
、
平
成
二
十
八
年
東
京

都
告
示
第
三
百
七
十
一
号
、
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
四
百
十

六
号
及
び
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
四
号
に
よ
り
指
定
し

た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別

表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
及
び
八
王
子

市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
四

百
五
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
多
摩
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示

第
三
百
六
十
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除

す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
稲
城
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ８

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示

第
四
百
六
十
九
号
、
平
成
二
十
四
年
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
三
号
、

平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
八
号
及
び
令
和
元
年
東
京

都
告
示
第
百
九
十
三
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を

解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
西
多
摩
建
設
事
務
所
及
び
檜
原
村
役
場

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示

第
千
五
十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災

害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す

る
。な

お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
大
島
支
庁
及
び
大
島
町
役
場
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第

千
四
百
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害

特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
大
島
支
庁
及
び
神
津
島
村
役
場
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） １０

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第

千
四
百
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害

特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
小
笠
原
支
庁
及
び
小
笠
原
村
役
場
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
板
橋
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
及
び
八
王
子

市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
西
多
摩
建
設
事
務
所
及
び
檜
原
村
役
場

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） １４

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
大
島
支
庁
及
び
大
島
町
役
場
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）１５

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
大
島
支
庁
及
び
神
津
島
村
役
場
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） １６
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
小
笠
原
支
庁
及
び
小
笠
原
村
役
場
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
多
摩
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）１７

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
稲
城
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） １８

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

東
京
都
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
条
例
第
二
十

五
号
）
第
四
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

東
京
都
指
定
有
形
文
化
財
等
の
指
定
等
を
行
う
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
教
育
委
員
会

一

新
た
に
指
定
す
る
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者

東
京
都
指
定
有

形
民
俗
文
化
財

東
村
山
の
押
絵
羽
子
板
製
作
関

連
資
料

一
万
九
千
九
百
十
二
点

東
村
山
市
諏
訪
町
一
丁
目
六
番

地
三

東
村
山
ふ
る
さ
と
歴
史

館

東
村
山
市
教

育
委
員
会

二

既
に
指
定
し
て
い
る
も
の
に
追
加
し
て
指
定
し
、
名
称
を
変
更

す
る
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者

東
京
都
指
定
有

形
文
化
財
（
彫

刻
）

小
河
内
神
社
所
蔵
の
木
彫
像

三
十
一
軀

十
一
面
観
音
立
像

一
軀

蔵
王
権
現
立
像

五
軀

五
軀
の
う
ち
一
軀
は
左
肩

断
面
に
「
弘
安
七
年
五
月

現
長
大
悉
□
□
」
の
墨
書

が
あ
る

男
神
立
像

八
軀

神
立
像

一
軀

男
神
坐
像

二
軀

騎
馬
神
像

一
軀

女
神
坐
像

二
軀

宗
教
法
人
小

河
内
神
社

僧
形
像

二
軀

武
人
形
立
像

一
軀

天
部
形
立
像

二
軀

童
子
形
立
像

二
軀

尊
名
不
詳
像

四
軀

つ
け
た
り
附

僧
形
立
像

一
軀

尊
名
不
詳
像

三
軀

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
河
内
百
四

十
九
番
地

（
旧
「
木
造
蔵
王
権
現
立

像
」
）

東
京
都
指
定
有

形
文
化
財
（
典

籍
）

最
勝
王
経
巻
釈

三
巻明

徳
五
年
浅
草
寺
円
月
坊
に

て
書
写
の
奥
書
が
あ
る

台
東
区
浅
草
二
丁
目
三
番
一
号

（
旧
「
最
勝
王
経
巻
釈
残
巻

明
徳
五
年
浅
草
寺
円
月
坊
に

て
書
写
の
奥
書
が
あ
る
」
）

宗
教
法
人
浅

草
寺

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）１９



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ２０
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）２１



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ２２



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）２３

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ２４

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）２５

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ２６



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）２７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ２８

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
８
年
３
月
２５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１６の

２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第18512号）東 京 都 公 報令和8年3月25日（水曜日）２９

別
表
第
４
場
内
試
験
課
題
設
定
基
準
㈡
の
項
中

「

」 を

「

」 に
、

「
Ａ
Ｔ
車
」
を
「
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
・
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
そ
の

他
の
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作
を
要
し
な
い
機
構
が
と
ら
れ
て
お
り
ク
ラ
ッ

チ
の
操
作
装
置
を
有
し
な
い
自
動
車
（
以
下
「
Ａ
Ｔ
車
」
と
い

う
。
）
」
に
、
「
普
通
二
種
免
許
」
を
「
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
仮
免
許
、
準
中
型
自
動
車

仮
免
許
」
に
、
「
普
通
仮
免
許
」
を
「
普
通
自
動
車
仮
免
許
」
に
、

「
並
び
に
普
通
一
種
免
許
」
を
「
、
中
型
自
動
車
第
一
種
免
許
に
係

る
技
能
試
験
、
技
能
検
定
及
び
検
査
並
び
に
準
中
型
自
動
車
第
一
種

免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
一
種
免
許
」
に
改
め
、
同
表
試
験
課
題
履

あ
い

行
条
件
の
項
１
⑾
中
「
隘
［
あ
い
］
路
」
を
「
隘
路
」
に
改
め
、
同

項
１
⑾
ア
中
「
右
折
又
は
左
折
に
よ
り
進
入
路
（
幅
６
メ
ー
ト
ル
）

か
ら
」
を
「
走
行
線
か
ら
車
輪
を
」
に
改
め
、
「
幅
３
メ
ー
ト
ル
、

長
さ
１２メ

ー
ト
ル
に
引
か
れ
た
」
及
び
「
（
中
型
自
動
車
は
、
幅

２.７メ
ー
ト
ル
、
長
さ
８
メ
ー
ト
ル
の
ラ
イ
ン
）
」
を
削
り
、
同
項

１
⑾
ウ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

あ
い

ウ
隘
路
へ
の
進
入
コ
ー
ス
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



令和8年3月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第18512号） ３０
別
表
第
４
試
験
課
題
履
行
条
件
の
項
２
⑴
ア
中
「
大
型
二
種
免

許
」
を
「
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
」
に
、
「
中
型
二
種
免
許
」
を

「
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
」
に
改
め
、
同
項
２
⑷
中
「
準
中
型
自

動
車
免
許
試
験
」
を
「
準
中
型
自
動
車
第
一
種
免
許
試
験
」
に
、

「
「
準
中
型
試
験
」
を
「
「
準
中
型
一
種
試
験
」
に
、
「
普
通
自
動

車
免
許
試
験
」
を
「
普
通
自
動
車
第
一
種
免
許
試
験
」
に
、
「
「
普

通
試
験
」
を
「
「
普
通
一
種
試
験
」
に
、
「
大
型
二
種
試
験
、
中
型

二
種
試
験
、
普
通
二
種
試
験
、
準
中
型
試
験
及
び
普
通
試
験
の
停
車

時
」
を
「
路
端
に
停
車
す
る
際
」
に
、
「
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
・
ト
ラ

ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作
を
要
し
な
い
機
構
が

と
ら
れ
て
お
り
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作
装
置
を
有
し
な
い
自
動
車
（
以
下

「
A
T
車
」
と
い
う
。
）
」
を
「
Ａ
Ｔ
車
」
に
改
め
、
「
パ
ー
キ
ン

グ
」
の
次
に
「
等
の
駐
車
時
に
入
れ
る
べ
き
レ
ン
ジ
」
を
加
え
、
同

項
２
⑷
ア
中
「
車
両
中
央
ド
ア
」
の
次
に
「
の
中
心
」
を
加
え
、
同

項
２
⑷
イ
中
「
は
、
直
前
合
図
」
を
「
は
、
試
験
官
か
ら
の
合
図

（
以
下
「
直
前
合
図
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
で
の
」
を
「
に
よ

る
」
に
改
め
、
「
左
後
部
ド
ア
」
の
次
に
「
の
中
心
」
を
加
え
、
同

項
２
⑷
ウ
中
「
準
中
型
試
験
及
び
普
通
試
験
」
を
「
準
中
型
一
種
試

験
及
び
普
通
一
種
試
験
」
に
改
め
、
同
表
採
点
基
準
の
項
１１中

「
第

１８条
第
２
項
」
の
次
に
「
又
は
第
３
項
」
を
加
え
、
同
表
合
格
基
準

の
項
１
中
「
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
」
を
削
り
、
「
８０点

」
を

「
、
８０点

」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
」
を

「
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
」
に
改

め
、
同
項
３
中
「
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
準
中
型

自
動
車
免
許
、
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
」
を
「
大
型
自
動
車
第
一
種

け
ん

免
許
、
大
型
特
殊
自
動
車
第
一
種
免
許
」
に
、
「
、
牽
引
免
許
及
び

け
ん

準
中
型
自
動
車
仮
免
許
は
７０点

」
を
「
及
び
牽
引
第
一
種
免
許
は
、

７０点
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
普
通
自
動
車
免
許
」
を
「
中
型
自
動

車
第
一
種
免
許
、
準
中
型
自
動
車
第
一
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第

一
種
免
許
」
に
改
め
、
同
項
５
中
「
及
び
中
型
自
動
車
仮
免
許
は
６０

点
」
を
「
は
、
６０点

」
に
改
め
、
同
項
６
中
「
普
通
自
動
車
仮
免

許
」
を
「
準
中
型
自
動
車
仮
免
許
及
び
普
通
自
動
車
仮
免
許
」
に
改

め
、
同
項
中
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
中
型
自
動
車
仮
免
許
は
、
Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目
及

び
Ａ
Ｔ
車
以
外
の
自
動
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
６０点

以
上
（
Ａ
Ｔ
車
限
定
の
中
型
自
動
車
仮
免
許
は
、

Ａ
Ｔ
車
を
使
用
し
て
行
う
項
目
に
つ
い
て
６０点

以
上
）

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

道
路
交
通
規
則
別
記
様
式
第
１６の

２
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存

す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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